
   

平 成 ２ ６ 年 １ 月 ２ ２ 日 

航空局安全部航空機安全課 

 

 

エアバス式 A３３０－３４３型航空機に対する型式証明書の交付について 

 

 

仏国の航空機メーカーであるエアバス社より、平成２４年８月２４日付けでエアバ

ス式 A３３０－３４３型航空機に対する型式証明※の申請がありました。同申請に

対し航空局において所要の審査が終了したので、以下のとおり航空局長よりエア

バス・ジャパン代表取締役社長ステファン・ジヌー（Stéphane Ginoux）氏に対して

型式証明書の交付を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

日時：   平成２６年１月２２日 （水） １０時３０分より 

場所：   国土交通省７階 航空局長室 

取材：   カメラ撮り可 

（注） 撮影をご希望の方は１０時２０分までに７階エレベーターホール 

にお集まりください。 

 

 

（※） 型式証明とは、航空法第１２条の規定に基づき、航空機の種類（型式）毎に、その設計及

び製造過程が安全性及び環境適合性の基準を満たしていることを証明するもの。 

   型式証明を受けた種類の航空機は、航空法第１０条第５項第１号に基づき、航空機１機毎

の耐空証明検査において、検査の一部が省略される。 

 

問い合わせ先： 

国土交通省航空局安全部航空機安全課 

山田（50213）、 澤原（50216） 

代表 ０３－５２５３－８１１１ 

直通 ０３－５２５３－８７３５ 

      FAX ０３－５２５３－１６６１ 

 



（参考） 

エアバス式Ａ３３０－３４３型機の概要 

 

 エアバス式Ａ３３０－３４３型航空機は、仏国エアバス社が製造する双発ジェット旅客機であり、

主要諸元、三面図及び我が国への導入計画は以下のとおりである。 

 

【主要諸元】 

 エアバス式Ａ３３０－３４３型 

発動機 ロールス・ロイス式トレント 700系列型 × ２基 

最大離陸重量 230,000 kg 

最大巡航高度 12,500 m 

航続距離※ 10,500 km 

離陸滑走路長※ 2,500 m 

最大乗客数 375人（スカイマーク仕様機は 271人） 

     ※航続距離及び離陸滑走路長は、設定条件により数値が異なる。 

 

【三面図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【我が国への導入計画】 

  スカイマーク株式会社が１０機発注しており、１号機及び２号機を平成２６年２月下旬に受領す

る計画。 


